
 

日中サービス支援型共同生活援助の事業報告 

【令和6年8月 ～ 令和8年2月分】 

 

令和8年3月23日 

小牧市障害者自立支援協議会長 

 

（申込者）   斉藤 盟子 

所 在 地 愛知県名古屋市中村区太閤通五丁目19番3号 

法 人 名 株式会社マックビーヒル就労支援機構 

代表者職氏名 小山 雅也 

担当者氏名 斉藤 盟子 

連絡先 TEL:0568-54-7666  FAX:0568-54-2999 

 

 下記のとおり、日中サービス支援型共同生活援助の実施状況等について、関係書類を添付

して報告します。 

 

記 

 

１ 事業所名 

まっくびーレジデンス小牧小牧原 

 

２ 事業所所在地 

愛知県小牧市小牧原新田樋下3207番地 

 

３ 事業の開始年月日 

令和6年8月1日 

 

（添付書類） 

 ・日中サービス支援型共同生活援助事業報告書 

 ・重要事項説明書、運営規程、事業所のチラシ等事業内容がわかるもの 

 



日中サービス支援型共同生活援助事業報告書 

【令和 6 年 8 月 ～ 令和 8 年 2 月分】 

 

令和 8 年 3 月 23 日  

 

小牧市障害者自立支援協議会長 

 

所 在 地 愛知県名古屋市中村区太閤通 五丁目 19 番 3 号 

法 人 名 株式会社マックビーヒル就労支援機構 

代表者職氏名 代表取締役社長 小山雅也 

 

 下記のとおり報告します。 

事
業
所
名 

ﾌﾘｶﾞﾅ マックビーレジデンスコマキコマキハラ 

名称 まっくびーレジデンス小牧小牧原 

所在地 愛知県小牧市小牧原新田樋下 3207 番地 

事業開始日 6 年    8 月    1 日 

利用者 

令和８年２月２８日 

時点 

利用者数（実人員／定員） 8 人／ 10 人 

区分１ 人 区分２ 1 人 区分３ 4 人 

区分４ 3 人 区分５ 人 区分６ 人 

当該年度の退所者数（合計） 1 人 

 

運営・支援について 

●常時の支援体制の確保 

（日中、夜間、土日含めた常時の支援体制が確保されているか。） 

日中は、基本的に二人体制を維持するよう心がけています。 

夜間は、職員が配置可能な日は二人体制にしています（1/3 程度の割合）。 

●日中の支援方法 

（日中をＧＨで過ごす利用者に対して、どのような支援を行うのか。） 

殆どの方は就労に出掛けていますが、残っている入居者様と散歩や買い物にでかけ

たりするようにしています。自室で自由に過ごしたり、リビングで音楽を聴いたり

しています。月一回、季節のイベントを企画しています。 



●支援の実施 

（利用者が充実した地域生活を送れるよう外出や余暇活動等の支援に努めている

か。） 

特に外出をあまりされていない方には、買物や散歩へ行ったり、施設内で飾りつけ

などの余暇活動を行っております。 

●職員の質の向上 

（研修の実施等） 

月に一度のミーティングを日に分けて行い、入居者様の現状のすり合わせと、研修

を行っています。 

●指定計画相談支援 

（別法人等の指定特定相談支援事業所により計画相談が作成されているか。） 

・別法人等の指定特定相談支援事業所による計画作成者（   ８   ）人 

・自法人等の     〃             （   ０   ）人 

・セルフプラン                  （   ０   ）人 

●他事業所との連携、情報把握 

当該年度の事業者等連絡会等への出席回数（  １５  ）回 

入居時や退去時に、相談支援事業者や学校等と、担当者会議を行っている。 

医療連携として、煌煌と連携して、体調管理をしている。 

訪問看護リベル、訪問看護３pou と連携協定を結んで、健康管理を行っている。 

●地域との交流方法 

（地域住民との交流の機会を確保する工夫等） 

地域連携推進会議を開く予定です。 

地域のイベントで参加可能な催し物に参加する。 

隣接した就労 B 型に通所している方がおり、そこで団子販売などを行い地域交流を

図っている。 

●利用者の健康管理について 

（医療機関との連携、医師や看護師の訪問の有無、日々の健康チェック方法等） 

訪問診療と訪問看護は対象の方を月に二回おこなっています。 

毎朝のバイタルチェックと月一の体重測定を行っている。 

訪問歯科を毎週金曜日に行っている。 

管理栄養士の考えたメニューを提供し、健康管理に努めている。 



●食事について 

（栄養士の有無、食事の提供方法等） 

朝昼夕の食事全てを、外部の管理栄養士によるメニューで食事を提供している。 

調理はグループホームで行い、温かい食事を提供できている。 

必要に応じて食材を一口大にカットして提供している。 

●運営の特色や工夫等 

①利用者ひとりひとりの特性を理解・尊重しつつ自ら生きる力を生み出せるよう 

に支援します。 

②利用者の権利擁護の意識を持ち、専門的な支援ができるようにスキルアップに 

努めます。 

③利用者に共感し、観察を怠らず情報共有に努めます。 

④他事業所と連携し一事業所の視点からだけでなく多様な視点からの支援を行い 

ます。 

●運営における課題（運営資金・人材確保等） 

人材の確保に課題があり、特定の時間帯に人手が足りないと感じる。 

利用者について 

●対象者の障害支援区分 

18 歳以上 65 歳以下で、区分 3 以上の方を対象としている。 

●利用者の支給決定市町村の状況 

 

小牧市 4 名、岩倉市 1 名、春日井市 2 名、扶桑町 1 名 

 

※名古屋市の場合は区も明記。愛知県外は都道府県も明記。 

 

●利用者の障がい特性等とその具体的な支援方法 

（医療的ケアの必要性や、強度行動障害のある利用者の人数等） 

知的障害  2 名→お風呂介助を必要としたり、見守りや声掛けを行っている。 

精神障害  4 名→金管理が難しく、助言等行っている。 

身体障害  2 名→食事介助、トイレやお風呂介助。 



●利用者のサービス利用状況 

・日中活動サービス等利用者 6 人 

就労継続 B 型（くまのひろば、まっくびーワークス、リアサポート） 

生活介護（ふれあい障がい者デイサービス） 

移動支援（しえる） 

（各人の日中活動サービス等事業所の名称（所在地）、サービス種別及び利用頻度、土日祝日の過ごし方等） 

・ＧＨで日中を過ごす利用者 2 人 

●利用者の入退去の状況。 

令和 6 年 8 月 2 名入居。 

令和 6 年 10 月 2 名入居。 

令和 7 年 1 月 1 名入居。 

令和 7 年 2 月 2 名入居。 

令和 7 年 9 月１名入居。 

令和 8 年 1 月 1 名退居。 

令和 8 年 2 月 1 名入居。 

●空室がある場合（新設等含む）の入居者募集方法や申込状況 

 

地域の相談員さんとの情報共有を心がけている。 

 

●その他特記事項があれば記入してください。 
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日中サービス支援型共同生活援助 まっくびーレジデンス小牧小牧原       

重要事項説明書 

  

共同生活援助事業サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて当事

業所が説明すべき内容は次の通りです。 

  

1． サービスを提供する事業者 

名 称 株式会社マックビーヒル就労支援機構 

所在地 愛知県名古屋市中村区太閤通五丁目 19 番 3 号 

電話番号 052-583-1111 

代表者氏名 代表取締役 小山 雅也 

設立年月 平成 23 年 11 月 11 日 

 

2． 利用施設 

事業所の種類 

 

日中サービス支援型共同生活援助 

事業所の名称 まっくびーレジデンス小牧小牧原 

 

事業所の所在地 愛知県小牧市大字小牧原新田字樋下 3207 

連 絡 先 Tel:0568-54‐7776 Fax:0568-54-２999 

管 理 者 遠藤 義信 

サービス管理責任者 池田 三司子 

主たる対象者 知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、難病

等、障がい児 

定   員 １0 名 

開設年月日 令和６年８月１日 

事業所番号  

連携機関名 まっくびーワークス小牧 

連携機関の住所 愛知県小牧原大字小牧原新田字樋下 3208 

連携機関の電話番号 ℡ 0568-54-3999 FAX 0568-54-2999 

 

３．サービスの目的・運営方針 

目 的 利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその
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置かれている環境に応じて共同生活住居において、入浴、排泄又

は食事の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的

に行います。 

運営方針 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめ

の細かな共同生活援助サービスの提供。 

 

４．サービスに係る施設・設備等の概要 

（１）施 設 

建物 構 造 木造地上 2 階建て 

敷地面積 687.25 ㎡ 

延べ床面積 480.3 ㎡ 

  

（２）主な設備 

 部屋数 面積 備  考 

居 室 20 9.93 ㎡ ベッド・テレビ・ミニ冷蔵庫・冷暖房・クローゼット 

食堂リビング 2 24.3 ㎡ テーブル・食堂いす・ソファ-・テレビ 

共用トイレ 4   1.2 ㎡  

車いす用トイレ 2 2.62 ㎡  

風呂 ２   4.0 ㎡  

脱衣室 ２  4.0 ㎡  

洗濯室 1 4.56 ㎡  

事務所 1  8.49 ㎡  

宿直室 1   6.25 ㎡  

電気・ガス・排水等の整備状況 

   上下水道設備・冷暖房設備・火災報知機設備・給湯設備 

      電気（共同メーター） 

 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、以上の施設・設備を設

置しています。 

 

５．サービス提供職員の設置状況 

職 種 員数 常 勤 非常勤 指定基準 備 考 

管理者 0.5 0.5 0 1  
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サービス管理責任者 0.5 0.5 0 1  

世話人 3.8 2 7 3.3  

生活支援員 2.0 2 1 1.39  

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービス

を提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

(1) 各職種の勤務体系 

職 種 勤務体系 

管理者 正規の勤務時間帯（9：00～18：00） 

サービス管理責任者 正規の勤務時間帯（9：00～18：00） 

世話人 正規の勤務時間帯（①6：00～15：00） 

        （②9：00～15：00） 

         

        （夜勤時①15：00～22：00） 

        （夜勤時②5：00～9：00） 

        （深夜勤時①21：00～22：00） 

        （深夜勤時②5：00～6：00） 

夜間支援従事

者 

正規の勤務時間帯 （①22：00～翌朝 5：00） 

生活支援員 正規の勤務時間帯（①11：00～20：00） 

        （②9：00～15：00） 

 

 

６．サービス提供の内容 

（1） 介護給付費・訓練等給付費対象サービス内容 

サービスの種

類 

サービスの内容 

相談及び援助 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等

を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

就労先又は他の障害福祉サービス事業者との連絡調整等を行

います。 

食 事 世話人が栄養と各人の嗜好を考えて、バラエテイーに富んだ

献立を工夫し、提供します。 
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食事に関する援助及び介護を行います。 

金銭管理 金銭に関する援助及び管理を行います。 

財産管理 財産に関する援助及び管理を行います。 

排 泄 排泄に関する援助及び介護を行います。 

入 浴 入浴に関する援助及び介護を行います。 

家 事 必要に応じて世話人が行います。 

活動支援 施設内外のおけるイベントへの参加促進を行います。 

日中、他のサービスを利用する場合、また職場に通勤する場

合等に、サービス提供事業者や職場等と連絡・調整を行い、

利用者の活動を支援します。 

 

健康管理 

常時は、世話人等により観察、疾病予防、健康管理に努めま

す。 

また、緊急時必要により、連携施設、協力医療機関等に責任

をもって引き継ぎます。 

朝晩の服薬に関しては希望に応じて世話人が支援します。 

体験利用提供 希望する方には、体験利用の提供を行います。 

緊急時の対応 緊急時（事故・災害・家出等）には即時に連携施設に連絡し

ます。連携施設が対応します。 

急病時の対応 急病時には即時に訪問看護ステーションに連絡します。連携

して対応します。 

夜間支援 定期的な巡回及び必要に応じた支援を行います。 

 

 

（2） 介護給付費・訓練等給付費対象外サービス内容 

 サービスの内容 金 額 

家賃     家賃扶助 10,000 を含んだ金額です。 月額 40,000 円 

食  費 朝食（300円）昼食（300円）夕食（600円） 食べた食数に

より変動 

光熱水費 ガス、水道、電気料金 月額 13,000 円 

日 用 品 シャンプー、リンス、ボディーソープ、ハン

ドソープ、ペーパータオル、洗剤、柔軟剤、

トイレットペーパー、レンタル寝具一式 

月額 7,000 円 

日常生活上必

要となる諸経

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に

要する費用で利用者に負担していただくこと

 

実 費 
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費 

 

が適当であるものにかかる費用をいただきま

す。 

○日用品  ○保健衛生品  ○教養娯楽費 

 

通院送迎交通

費 

市内の通院（3 時間以内対応）予約制 公共交通機関

を利用した場

合は実費 

社会生活上の

便宜の供与等 

 

 

日常生活に必要な行政機関等への手続き等に

ついて、利用者または家族が行うことが困難

な場合、利用者の同意を得て代行します。 

（交通費、手続き費用等） 

実 費 

そ の 他 買い物代行、買い物同行予約制 

 

要相談 

 

<サービスの概要> 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサー

ビス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計画」

の写しは利用者に交付いたします。 

 

７．利用料金 

（1） 介護給付費・訓練等給付費対象サービス内容の料金 

 介護給付費・訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料

金（厚生労働大臣の定める額）のうち 9 割が介護給付費・訓練等給付費の給付

対象となります。事業者が介護給付費・訓練等給付費等の給付を市町から直接

受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体

の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。（定率負担または利用者負担額とい

います） 

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限り

ではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。 

（2） 介護給付費・訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

上記「６．サービス提供の内容（２）介護給付費・訓練等給付費対象外サ

ービス内容」の項目をご参照ください。 

（３）利用料金のお支払方法 

前記（１）（２）の料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、請求

月２０日までに次の方法でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間のサ

ービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 
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・銀行等その他の金融機関口座からの自動引き落し 

    （ご利用できる金融機関：地方銀行、信用金庫、信用組合、農協） 

 

８．利用者の記録及び情報の管理等 

（１）利用者へのサービス向上に関する事業所におけるサービス会議や他の事

業所との連絡調整及び緊急時における病院等への連絡などにおいて情報

提供が必要となる場合があるため、それらについては別紙個人情報使用

同意書に基づき対応いたします。また、記録及び情報については契約の

終了後 5 年間保管します。 

（2） 利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。

但し、市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意

（「個人情報使用同意書」による）に基づき情報提供を致します。 

９．緊急時の対応 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関等への連絡等を行いま

す。 

10．事故発生時の対応 

 障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合には、県、市町村及び利

用者の家族、利用に係るサービス計画支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するも

のとします。 

 また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、その損害を賠償いたします。 

    当該事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動 

保険名   超ビジネス保険 

保障の概要 対人・対物賠償責任 100,000 万円 

 

11．第三者評価の実施状況 

 第三者による評価の実施は行っておりません。 

 

利用者のかかりつけ医療機

関 

医療機関名： 

診 療 科：  

所 在 地：  

電話番号： 

緊 急 連 絡 先 身元引受人様 
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12．要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

（１）要望・苦情等申立先 

 

当事業所 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  管理者 

・ご利用時間  9：00～ 18：00 

・電話番号   0568-54-7776 

 ＦＡＸ   0568-54-2999 

・担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出

ください。 

小牧市役所 

障がい福祉課 

  

・ 所在地：小牧市堀の内三丁目１番地 

・ 電話番号：0568-76-1127 

 

愛知県福祉サービス 

運営適正化委員会 

 

・ 所在地：愛知県名古屋市東区白壁 1 丁目 50 番地 

       社会福祉会館 2 階 

・ 電話番号：052－212-5515 

・ ＦＡＸ：052－212-5514 

（２）虐待防止に関する相談窓口 

 

虐待防止に関する 

相談窓口 

・窓口担当者  管理者 

・ご利用時間  9：00～ 18：00 

・電話番号   0568-54-7776 

 ＦＡＸ   0568-54-2999 

 

13． 協力医療機関 

（１） 

医療機関の名称 正翔会クリニック小牧 

医 院 長 名 末松篤樹 

所  在  地 愛知県小牧市高根 2‐316‐3 

電 話 番 号 0586‐48‐8126 

診  療  科 内科 入 院 設 備 無 

 

（２） 

医療機関の名称 池下フローレン歯科 

医 院 長 名 鈴木秀武 



8 

所  在  地 愛知県名古屋市千種区覚王山通 8‐33‐1 

電 話 番 号 052‐751‐8241 

診  療  科 歯科 入 院 設 備 無 

 

（３） 

医療機関の名称  

所  在  地  

電 話 番 号  

上記の他、各専門医に協力依頼しております。 

 

14． 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・非常通報装置   有  ・スプリンクラー  有 

・室内防火栓    有  ・消火器      有 

・ カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

平時の訓練 
・別途に定める、消防計画書に則り、年２回、避難・防災

訓練を、利用者の方も参加して実施します。 

防火管理 防火管理者   ： 高濱 佳子 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：東京海上日動火災保険株式会社 

加入保険内容：事故賠償補償 

 

 

 

15． 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 

グループホームの設備、器具は本来の用法にしたがって

ご利用ください。これに反したご利用により破損が生じ

た場合、賠償していただくことがあります。 

火気類や電化製品の一部（電気毛布・電気あんか・電気

ポット等）、その他危険と思われるものは持込まないで

ください。 

喫  煙 施設外の指定の場所、指定時間内でお願いします。 
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貴重品の管理 

貴重品は、利用者の責任において管理していただきま

す。自己管理のできない利用者につきましては希望によ

り世話人及び連携事業所にて管理を致します。 

宗教活動 

政治活動 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する

宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

 

（体験入居時の契約） 

介護給付費・訓練等給付費対象外サービスの費用として 

1． 家賃 1,000 円/日額 

2． 水光熱費 440 円/日額 

3． 食材費 1200 円/日額例（内訳朝 300 円、昼 300 円、夕 600 円）で食べ

られます。（食べた食数分を請求します。） 

4． 日用品費 240 円/日額 

体験時介護給付費・訓練等給付費対象サービス内容の料金 

 介護給付費・訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料

金（厚生労働大臣の定める額）のうち 9 割が介護給付費・訓練等給付費の給付

対象となります。事業者が介護給付費・訓練等給付費等の給付を市町から直接

受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体

の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。（定率負担または利用者負担額とい

います） 

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限り

ではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。 
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令和  年  月  日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まっくびーレジデンス小牧小牧原の提供及び利用の開始に際し、本書面に基

づき重要事項の説明を行いました。 

  

 事業所名：まっくびーレジデンス小牧小牧原 

 説明者職名：サービス管理責任者   氏名 池田 三司子 

- 

私は、本書面に基づいて事業者からの提供及び利用について重要事項の説明

を受け、同意しました。 

  

利用者住所： 

 氏   名：                   印 

 

 

 代理人住所： 

 氏   名：                   印 

 続   柄： 



 

 

 

まっくびーレジデンス小牧小牧原 

指定共同生活援助事業所運営規程（日中サービス支援型）  

 

（事業の目的） 

第 1 条 株式会社マックビーヒル就労支援機構が設置するまっくびーレジデンス小牧小牧原（以

下「事業所」という。）が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成 17 年法律第 123 号。以下「法」という。）に規定する指定共同生活援助事業の適正な運営を確

保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者

に対し、適正な指定共同生活援助事業を提供することを目的とする。  

 

（運営の方針） 

第 2 条 事業所の従業者は、利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むこと

ができるよう、その利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生

活住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行うものとする。  

2 事業所の従業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提

供を行う。 

3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事

業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

るものとする。 

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービ

ス事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 171 号）及び指定障害福祉

サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例（平成 24 年愛知県条例第 72 号）

その他関係法令を遵守し、事業を実施する。 

 

（事業所の名称等） 

第 3 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

 (1）名称   まっくびーレジデンス小牧小牧原 

 (2）所在地  愛知県小牧市大字小牧原新田字樋下 3207 番地 

 

2 当該事業所の共同生活住居の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

（本体住居） 

名 称 類 型 所 在 地      

まっくびーレジデンス

小牧小牧原 

本体住居 愛知県小牧市大字小牧原新田字樋下 3207 番地 

   

 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第 4 条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。  

(1) 管理者  １名（常勤職員）生活支援員と兼務 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。  

(2) サービス管理責任者１名（常勤職員）まっくびーワークス小牧サービス管理責任者と兼   

務 

   サービス管理責任者は、個別支援計画の作成、継続的なサービス管理及び評価を行う   

(3) 従業者 

   世話人 ６名（常勤職員 １名非常勤  5 名 非常勤 5 名は夜間支援従事者と兼務 ） 

   世話人は、指定共同生活援助の提供にあたる。 

   生活支援員  ２名（常勤職員 ２名 1 名は管理者と兼務 ） 

   生活支援員は、利用者に対して、入浴、排泄又は食事の介護等を行うものとする。  

  夜間支援従事者  ５名（ 非常勤職員 5 名 世話人と兼務） 

  夜間支援従事者は、夜間の見回り、緊急時の対応を行う 

   

 

 



 

 

 

（入居定員） 

第 5 条 指定共同生活援助の事業所としての定員は、10 名とする。 

内訳 
（1）  まっくびーレジデンス小牧小牧原  10 名 

 
（指定共同生活援助の内容及び主たる対象者） 

第 6 条 指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 利用者に対する相談 

 (2) 食事の提供 

 (3) 健康管理・金銭管理の援助 

 (4) 余暇活動の支援 

 (5) 緊急時の対応 

 (6) 職場等との連絡・調整 

 (7) 財産管理 

 

２ 事業所において指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。  

(1) 知的障害者 

(2) 精神障害者 

(3) 身体障害者 

(4) 難病等対象者 

 

（利用者から受領する費用の額） 

第７条 事業所は、指定共同生活援助を提供した際は、利用者から指定共同生活援助に係る利用

者負担額の支払を受ける。 

2 事業所は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から法第２９条

第 3 項の規定により算定された訓練等給付費又は法第 30 条第 3 項の規定により算定された特例介

護給付費の額に 90 分の 100（法第 31 条の規定が適応される場合にあっては、100 分の 100 を市町

村特例割合で除して得た割合）を乗じて得た額の支払を受ける。  

3 家賃は、  １月あたり 40,000 円を徴収する。 

4 光熱水費は、１月あたり 13,000 円を徴収する。 

5 食材料費は、１月あたり 36,000 円を徴収する。 

6 日用品費は、１月あたり 7,000 円を徴収する。 

7 日常生活において通常必要となる費用で、利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。  

8 前各項の費用の支払いを受ける場合は、利用者に対して事前に文書で説明をした上で、支  払

いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。  

 

（入居にあたっての留意事項） 

第 8 条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービスの提供を受けてもらうよう指

示を行う。 

2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。  

 (1) 気分が悪くなったときは、すみやかに申し出る。 

 (2) 入居にあたっては、別に定める入居規則を守り、他の入居者の迷惑にならないようにす

る。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第 9 条 従業者は、共同生活援助の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他の緊

急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管

理者へ報告しなければならない。 

 

 

 

 

（非常災害対策） 

第 10 条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非

常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。  



 

 

 

（虐待防止に関する事項） 

第 11 条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。  

 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 12 条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、

業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 

(1) 採用時研修 採用後 6 カ月以内 

(2) 継続研修 年 1 回以上 

2 職員は、その業務上知り得た利用者並びにその家族の秘密を保持するものとする。  

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとす

る。 

4 事業所は他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者並びにその家族に関する情報を

提供する際は、あらかじめ文書により利用者並びにその家族の同意を得るものとする。  

5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 

6 事業所は、共同生活援助に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の

日から５年間保存するものとする。 

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社マックビーヒル就労支援機構

と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。  

 

  附 則 

 この規程は、令和６年 8 月 1 日から施行する。 

 

 














